
 家族が患者の 
 意思を推定できる 

十分な 
情報の 
提供 

人生の最終段階における 
医療とケアの方針決定 

患者の意思が 
確認できる 

患者と医療従事者とが十分に話し合い、

患者が意思決定を行う 

・病態などにより 
   医療内容の決定が困難 
・家族の中で意見が 
   まとまらないなどの場合 
 
 
→複数の専門家で構成する 
 委員会を設置し、 
 治療方針の検討や助言 

患者の意思が 
確認できない 

患者の推定意思を尊重し、 

患者にとって最善の治療方針をとる 

・家族が患者の 
 意思を推定できない 
・家族がいない 

患者にとって最善の治療方針を、 

医療・ケアチームで慎重に判断 

（※家族がいる場合は十分に話し合う） 

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」 
方針決定の流れ（イメージ図） 

人生の最終段階における医療およびケアについては、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、 
それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として進めることが最も重要な原則 
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